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衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
社
会
保
険
庁
の
契
約
相
手
先
企
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
（
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
適
用
及
び
保
険
料
の
徴
収
、
厚
生
年
金
保
険
の
保

険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
、
年
金
相
談
等
に
使
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
等
に
使
用
さ
れ
る
年
金
給
付
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
日
本
電
子
計
算

機
株
式
会
社
及
び
株
式
会
社
日
立
製
作
所
と
昭
和
四
十
二
年
四
月
か
ら
契
約
期
間
を
一
年
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、

最
初
に
契
約
を
締
結
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。ま

た
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
適
用
及
び
保
険
料
の
徴
収
等
に
使

用
さ
れ
る
記
録
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
日
本
電
信
電
話
公
社
（
現
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
）
と
昭

和
五
十
五
年
一
月
か
ら
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
最
初
に
契
約
を
締
結
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
当

時
の
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
等
の
情
報
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
、
五
年
ご
と
に
改

一



正
さ
れ
て
き
た
年
金
制
度
に
対
応
し
た
大
規
模
で
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
一
般
の
事
業
者
で
は
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な

く
競
争
に
適
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
社
会
保
険
業
務
に
精
通
し
、
年
金
制
度
の
改
正
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
こ
れ
ら

の
会
社
と
契
約
を
締
結
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
が
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
、
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
会
社
の
協
力
を
得
て
調
査
し
た

と
こ
ろ
、
厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省
を
含
む
。
）
及
び
同
庁
の
職
員
で
本
省
企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
者
の
う
ち
、

当
該
会
社
に
在
籍
し
て
い
る
も
の
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
現
在
で
一
人
で
あ
る
と
の
報
告
を
得
て
い
る
。

二


